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第９章　自立活動
 

第２款　内容

１　健康の保持
２　心理的な安定
３　人間関係の形成
４　環境の把握
５　身体の動き
６　コミュニケーション

第１款　目標

個々の生徒が自立を目指し，障害による学習上または生活上の
困難を主体的に改善・克服するために必要な知識，技能，態度及
び習慣を養い，もって心身の調和的発達の基盤を培う。



１　健康の保持
（１）生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。
（２）病気の状態の理解と生活管理に関すること。
（３）身体各部の状態の理解と養護に関すること。
（４）障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。
（５）健康状態の維持・改善に関すること。

新設

１（４）自己の障害の特性の理解を深め，自
ら生活環境に主体的に働きかけ，より過ご
しやすい生活環境を整える力を身に付ける



２　心理的な安定
（１）情緒の安定に関すること。
（２）状況の理解と変化への対応に関すること。

（３）障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する
意欲に関すること。



３　人間関係の形成
（１）他者とのかかわりの基礎に関すること。
（２）他者の意図や感情の理解に関すること。
（３）自己の理解と行動の調整に関すること。
（４）集団への参加の基礎に関すること。



４　環境の把握
（１）保有する感覚の活用に関すること。
（２）感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること。
（３）感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。

（４）感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と
状況に応じた行動に関すること。
（５）認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。

充実



５　身体の動き
（１）姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。
（２）姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。
（３）日常生活に必要な基本動作に関すること。
（４）身体の移動能力に関すること。
（５）作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。



６　コミュニケーション
（１）コミュニケーションの基礎的能力に関すること。
（２）言語の受容と表出に関すること。
（３）言語の形成と活用に関すること。
（４）コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。
（５）状況に応じたコミュニケーションに関すること。



 

第３款　個別の指導計画の作成と内容の取扱い

１　自立活動の指導に当たっては，個々の生徒の障害の状態や特
性及び心身の発達の段階等の的確な把握に基づき，指導すべき
課題を明確にすることによって，指導目標及び指導内容を設定し，
個別の指導計画を作成するものとする。その際，第２に示す内容の
中からそれぞれに必要とする項目を選定し，それらを相互に関連
付け，具体的に指導内容を設定するものとする。



 
第３款　個別の指導計画の作成と内容の取扱い

２　個別の指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するも
のとする。

（１）個々の生徒について，障害の状態，発達や経験の程度，興味・
関心，生活や学習環境などの実態を的確に把握すること。

（２）生徒の実態把握に基づいて得られた指導すべき課題相互の関
連を検討すること。その際，これまでの学習状況や将来の可能性を
見通しながら，長期的及び短期的な観点から指導目標を設定し，
それらの達成するために必要な指導内容を段階的に取り上げるこ
と。



 第３款　個別の指導計画の作成と内容の取扱い

２　個別の指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するも
のとする。

（３）具体的な指導内容を設定する際には，以下の点を考慮するこ
と。

ア　生徒が，興味をもって主体的に取り組み，成就感を味わうととも
に自己を肯定的に捉えることができるような指導内容を取り上げる
こと。

イ　生徒が，障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服しよ
うとする意欲を高めることができるような指導内容を重点的に取り
上げること。

ウ　個々の生徒が，発達の遅れている側面を補うために，発達の
進んでいる側面を更に伸ばすような指導内容を取り上げること。

エ　個々の生徒が，活動しやすいように自ら環境を整えたり，必要
に応じて周囲の人に支援を求めたりすることができるような指導内
容を計画的に取り上げること。



 
第３款　個別の指導計画の作成と内容の取扱い

２　個別の指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するもの
とする。
（３）具体的な指導内容を設定する際には，以下の点を考慮すること。

オ　個々の生徒に対し，自己選択・自己決定する機会を設けること
によって，思考・判断・表現する力を高めることができるような指導
内容を取り上げること。

カ　個々の生徒が，自立活動における学習の意味を将来の自立や
社会参加に必要な資質・能力との関係において理解し，取り組める
ような指導内容を取り上げること。



 

第３款　個別の指導計画の作成と内容の取扱い

３　個々の生徒の実態に応じた具体的な指導方法を創意工夫し，
意欲的な活動を促すようにするものとする。

４　重複障害者のうち自立活動を主として指導を行うものについて
は，全人的な発達を促すために必要な基本的な指導内容を，個々
の生徒の実態に応じて設定し，系統的な指導が展開できるように
するものとする。その際，個々の生徒の人間として調和のとれた育
成を目指すように努めるものとする。

５　自立活動の指導は，専門的な知識や技能を有する教師を中心
として，全教師の協力の下に効果的に行われるようにするものとす
る。



 
第３款　個別の指導計画の作成と内容の取扱い

６　生徒の障害の状態等により，必要に応じて，専門の医師及びそ
の他の専門家の指導・助言を求めるなどして，適切な指導ができる
ようにするものとする。

７　自立活動の指導の成果が進路先等でも生かされるように，個別
の教育支援計画等を活用して関係機関等との連携を図るものとす
る。

　本項目については，特別支援学校小学部・中学部学習指導
要領第７章第３の７において規定している「進学先等」を，高
等部の生徒の多様な進路の状況を踏まえ，「進路先等」と規
定するものである。
　解説については，同解説自立活動編第７章の８に準ずるこ
ととし，「就学先」とあるのは「就労先」と読み替える。



 
解説については，特別支援学校教育要領・学習指導要領
解説自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）（平成30年３
月）に準ずることとする。この場合において，次の事項に
留意すること。

（１）視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者及び病弱者
である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては，
「各教科等」とあるのは「各教科・科目等」と読み替える。

（２）「道徳科」に係る解説については，知的障害者である
生徒に対する教育を行う特別支援学校において準ずるこ
ととする。

（３）「総合的な学習の時間」とあるのは「総合的な探究の
時間」と読み替える。



平成30年度
特別支援教育教育課程等研究協議会

（小・中学部　自立活動）
　

知的障害・自閉症・情緒障害教育部会
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課　

特別支援教育調査官　中村　大介氏の資料より
抜粋
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